
（神谷宗幣） 皆さんおはようございます。吹田新選会、神谷宗幣、会派を代表しまして

質問をさせていただきます。

まず最初に、今回初の一問一答制の導入のため、私の発言通告の書き方に不備がござい

ました。質問を区切るところに太線を入れねばなりませんでしたが、それができておりま

せんでした。差しかえる時間もなかったので口頭にて訂正させていただき、一つ一つの項

目ごとに質問を区切らせていただきたいと思います。

また、事前に通告しました平和祈念資料館、プレミアム・パスポート事業にかかる質問

につきましては、時間の都合上、割愛させていただきます。

質問に入ります。

１年半ぶりの議会質問になります。半年前にインターネット中継が始まったときには新

選会の足立議員がトップバッターでやらせていただきましたが、今回の一問一答制の質問

のスタートでトップバッターを務めさせていただき、光栄です。

一問一答の質問の導入は、議会質問を聞いていただく市民の方々に少しでもわかりやす

いようにと、１期目のころからずっと訴えてきた取り組みです。傍聴されている皆さん、

インターネットで見てくださる皆さん、質問方法の変更でわかりやすくなったかどうか、

またお聞かせいただきたいと思います。

まず、所感の前に、私が前回最後にこの議場で質問した 2011 年３月の代表質問を引用し、

挨拶とします。

引用します。国政の混乱が激しさを増してきました。恐らく近いうちに解散総選挙があ

るでしょう。しかし、今回の１回の解散ですぐに国政が安定するとは思えません。今後 10

年は、解散を繰り返し、国政はますます混乱するでしょうし、諸外国は軍事的・経済的圧

力の度合いを強めるでしょう。

このような事態は、2009 年の春ごろから想定しておりました。解散総選挙前に、政権交

代を予期した我々は、自民党が国民から愛想を尽かされ、政権は民主党に移る。しかし、

民主党になれば国政はますます混乱する。そこで、国民がまずいと気づくかどうか、これ

が国の明暗を分ける。国民が危機を認識するためには、政権交代が必要である。また、自

民も民主もだめだとなると、タケノコのように新党が出てくるが、自民党や民主党の国会

議員が割れてつくった党であれば、それは看板のかけかえにすぎず、本質的には何も変わ

らない。

我々が政治家として本当に地域や国のことを考えるなら、若く優秀な人材が政治の世界

に入っていこうと思える仕組みをつくっておかねばならない。今は、ただのばか者呼ばわ

りされるかもしれないが、誰かがやっておかねばならないことであれば、気づいた我々か

ら行動していこうと、そういった思いを周囲に訴えて、全国の若い議員や政治家志望者を

集める龍馬プロジェクトという活動を始めました。ここまでが引用になります。

私は、このように、いつもこの先、日本がどうなるか、その中で吹田市がどう運営され

ていくかを考えて提案をしてきました。昨年の提案どおり、尖閣諸島や北方領土、竹島の



問題、ＴＰＰの問題など、国政の混乱に乗じて諸外国の圧力は予想どおり高まってきまし

た。また、タケノコのように新党もしっかりと芽を出してきました。これまでは私の予想

どおりでしたが、2009 年には、まさかこの混乱に乗じて大阪の地域政党が国政に進出する

ほどに勢いづき、自分のまちの市長までがその政党の人間にかわるとは想定できていませ

んでした。

時代も政局も変化の激しい時代になってきています。恐らく今のタケノコ新党はどれも

長続きせず、そこによって立つ人たちも長くは政治の世界にいないでしょう。しかし、そ

うやって政治家がころころかわるたびに政策や自治体の運営がぶれては困ります。市長や

職員の皆さんには、ぜひ大局観とビジョンのある市政運営を要望し、そのための提案とチ

ェックをしていくのが我々議会議員の務めだと考えております。そんな思いをもって質問

に入りたいと思います。

まず、１番の市長の目指す吹田市の未来像についてお聞きします。

井上市長は今後の日本の国際社会の中での立ち位置はどういったものになるとお考えか、

またその中で吹田市をどんなまちにしていくことで、これから世界の中で、また日本の中

で重要な地位を占めていこうとお考えか、大きなグランドデザインや戦略をお持ちなのか、

お聞かせください。

この点に関する阪口前市長の答弁も不明瞭なものでありましたが、あのときは何となく

市政のビジョンのようなものが見えたので、その修正を過去４年間、提案をしてきました。

しかしながら、就任から１年半を経ても井上市長のビジョンがいまだに我々には見えませ

ん。政策などの提案にも苦慮をしています。

市長のおっしゃる持続可能で市民満足度の高い、未来に希望の持てる吹田とは一体どう

いったものなのか、何をもって市民満足度をはかるのか、未来に希望が持てるようにする

ためにはどうするのか、具体的な市長のお考えをまずお聞きしたいと思います。

（井上哲也市長） 私が目指す吹田の未来像についてでございますが、柔軟な財政構造を

確立することで持続可能性を高め、限られた経営資源の最適化を図り、透明で開かれた市

政を推進することを基本に市民満足度の高い市政への変革を図り、真の地域主権の確立を

目指していく、それが私の最大の使命であると考えております。

市民満足度につきましては、将来を見据えた政策や施策全体の中で広く市民の皆様に評

価していただくものと考えております。

なお、グランドデザインの話でございますけども、議員も御承知のとおり、吹田には万

博周辺のこれからの開発、そしてニュータウンの 50 周年を迎えてこれからのまちづくり、

そして吹田操車場の跡地のまちづくり、そして江坂周辺の企業の誘致及びまちづくり、南

吹田のＪＲのおおさか東線の駅舎に伴うまちづくり、それぞれ今、手をつけさせていただ

いておりますが、これをどういった形で吹田全体のグランドデザインにするかということ

は今検討させていただいてるところでございますので、よろしく御理解をお願い申し上げ



ます。

（神谷宗幣） 今のお話を聞きまして、初めてお聞きするわけでありますが、財政の問題、

それから地域主権の確立、それからさまざまなまちの開発ということでお伺いしました。

ただ、その中で住む市民がどういった思いで、どういった市民生活を過ごしてもらいたい

のかと、そういったことを実はお聞きしたかったんです。

あと、日本がこれからどういう形になっていくのかというような、そういった思いもお

聞きしたいなというふうに思っております。といいますのも、市長が所属しておられます

大阪維新の会は昨日、日本維新の会というふうに設立されまして、グレートリセットを行

わなくてはいけないというふうにおっしゃっておられます。

そうなりますと、その維新の会もしくはその顧問を務められます市長が、このグレート

リセットというもので何をリセットして、それによって国がどう変わり、また吹田市がど

うなっていく必要があるとお考えなのか、そういうことをぜひお聞かせいただきたかった

わけです。

最近、報道を見ておりましても、井上市長が維新の会の中で何か発言されておるところ

は見たことがありませんので、もう顧問とは形式的なもので、実際の運営にはかかわって

いないし、政策についても関知しないということであればお答えは結構なんですが、その

グレートリセットというもので国がどう変わって、それによって吹田をどう変えていきた

いとお考えなのか、その点もグランドデザインの一環としてお聞かせいただければと思い

ます。

（井上哲也市長） 大阪維新の会とのかかわりの話でございますけども、大阪維新の会は、

国と地方のかかわり、役割を分担するということは御承知いただいてると思うんですが、

国の役割、そして広域行政体の役割、基礎自治体の役割を分けようという、国の形を変え

るということで、昨日に新党を結党して国政に足をかけるということを決めさせていただ

いたんですが、私、市長ですから、市といたしましてどうすべかということでありました

ら、国の中の、世界の中の吹田市のあり方で言いますと、やっぱり基礎自治体というのは

市民福祉の満足度をどうするかということが非常に中心でございますし、世界の中の吹田

という認識ではなくて、世界の中の広域行政体ということの中で大阪都構想が都市間競争

に勝ち抜くと、そういったことを大阪維新の会は提唱させていただいておりますので、御

理解をいた

（神谷宗幣） お聞きしておって、この点を掘り下げていっても直接市政とは関係がない

というふうになってしまうといけませんけども、結局、そのまちを変えるとか、グレート

リセットをするということであれば、何か問題があって、それを変えていくということだ

というふうに思うんですね。何が問題なのかということをしっかりと我々議員も含めて共



有しておかないと、変える、変えると言っても何をどう変えるのか、変えたらどう変わる

のかということが市民の皆さんにわかりにくいのかなというふうに思っております。

今すぐに聞いてどうこうということにはならないと思いますが、吹田市の問題はこれだ

と、日本の問題はこれだと、そういった中でまちをこういうふうに変えていきたいという

ようなビジョンの提示をぜひ近いうちにしていただきたいなというふうに、これは要望し

ておきます。

ただ、市長にばっかり問題は何だとか、グランドデザインは何だということを聞いてお

くのもフェアでないと思いますので、私たち新選会が考えております大きな視点からの日

本の問題点３点、述べさせていただきたいと思います。

まず一つ目は、社会の制度疲労と経済不況の問題です。

明治以降の中央集権体制は、人、物、金の首都圏への集中を招き、地方は疲弊し、各地

に存在していた伝統文化や風習、地域社会、最小単位のコミュニティであるはずの家族さ

えも壊れつつあります。そうした日本の無形財産の崩壊がそれを基盤に育成される国民を

弱体化させて、自立心を失った国民がふえたように感じています。

その結果、国際社会の中での国益を背負って活躍できる人材の枯渇を招き、その一方で

目に見える形として日本経済は停滞し、急速に進む少子高齢化の中で不安を抱える若者は

その危機に立ち向かうすべを知らず、気概を失って活動を抑制し、それがさらなる経済の

後退と社会全体の停滞を生み出しているように思います。今の状況では、人口だけでなく

日本全体の生産能力も減退し、国際社会の中での優位性は失われていくのではないでしょ

うか。これが１点目。

２点目の問題は、独立自尊の精神と倫理、道徳の喪失であります。

アメリカ軍の助けなしでは成立しない保護国のような国防体制への甘えた姿勢が、自分

の身は自分で守るという国家として当然の義務を放棄させ、憲法の過度な権利保障とそれ

を現実のものとした経済成長と相まって自立心を失った国民を多く生み出しました。その

影響が政治にも及び、自分たちの人生を左右する国の選択の場である選挙すら放棄する国

民がふえました。そして、選挙があれば投票をするにしても、メディアの軽薄な報道や目

先の利益誘導のみが判断基準となり、結果は全て他人任せというお任せ民主主義がはびこ

る現在の社会になってしまったように感じています。そのお任せ民主主義が生んだ大衆迎

合の政治では、国家の長期ビジョンや国民規範を立てることができず、自由を履き違えた

利己主義が蔓延し、目標や倫理観、道徳観を失う国民が多く生まれました。ここが２点目

の問題だと考えています。

そして、３点目は、なぜそうなったのかということがわからないということであります。

近現代史の未総括と拝金主義の蔓延というふうに私たちは考えておりますが、明治以降の

日本は国家の独立を守るため、約 80 年間、富国強兵と文明開化に明け暮れ、昭和 20 年に

敗戦を迎えました。その後約７年間の占領のもとで言論統制や教育制度の改定が行われ、

長い歴史の中で日本人が築いてきた精神性や価値観が奪われてしまい、国家に対する誇り



と個人の強靱さや自立心を身につけられない国民が生まれたように感じます。

また、戦死者と餓死者さえ出さなければそれでよいという戦後民主主義が浸透したこと

で、世界の中での日本の役割を見失い、国民が利己的な活動に没頭し、公徳心や利他心が

薄れ、拝金主義が蔓延したようにも感じます。さらに、大企業をスポンサーに持つメディ

アが一定のバイアスのかかった報道を繰り返したことで、国民が自分の頭で考えるという

ことをしなくなったと、そういうような状況もあるように思います。

以上３点、私たちは活動の中で大きな問題点であるというふうに考えておりまして、こ

ういった大きな視点から市議会議員が問題提起をすると、市議会議員がそんな大きな話を

するなというふうによく反論を受けます。しかし、我々の立場からすると、こういった大

きな問題提起から始めないからいつまでたっても経済が停滞し、我々若い世代にツケが回

っているんじゃないかというふうに感じるわけです。

市長はグレートリセットを唱える維新の会の顧問の立場でいらっしゃるわけでもありま

すから、少なくともこの国の問題が何であるのかということを我々にも訴えていただき、

大きな視点から問題解決のための政策提言、そして市政運営に努めていただきたいと思い

ます。

地方分権や地域主権をうたうということは、地域ごとに自立して戦略を持つということ

にほかならないと思います。それがなく、権限や予算だけをよこせと言うと中央の官僚は

心配になって反論するわけです。維新というものを唱えるのであれば、既存概念を打ち破

った維新後のビジョンを見せていただきたいと思います。言葉だけのにせの維新に終わら

ないように、市民にかわりまして切に要望いたします。

次に、具体的な政策の話に移りたいと思います。質問では２番目になります。

以前も会派の議員がこの議会質問で述べましたが、市長が政策に掲げる行政の維新、地

元経済の維新、教育の維新の三つは、我々吹田新選会が市長選の公約に掲げた内容とかな

りの部分、一致しますので、その方向性には我々は賛同をしております。

昨年の市長選の公約をつくる前から、我々は 2009 年９月の代表質問で、今後、権限移譲

を受けていく地方の課題として四つの項目を既に挙げて提案をしておりました。

その四つは、１、優秀な人材の登用、育成、活用。２、財政支出や業務のスリム化。３、

民間活力の活用。４、若い世代の集まる独自性を持った教育システムの導入ということを

挙げておりました。この１から４を市長のおっしゃる三つの維新に当てはめると、１と２

と３は行政の維新に当てはまるでしょうし、４はまさしく教育の維新というふうになると

思います。我々は、この４項目を政策の優先事項として位置づけておりまして、まず２番

の財政支出の削減や行政のスリム化につきましては、昨年から市長が市民から一定の反発

も受けながらも着々と進めておられますので、今回はそういった詳細には立ち入りません

が、１と３、４については質問と提案がありますので、以下、順に述べさせていただきた

いと思います。

まず２番の１番、優秀な人材の登用についてということでありますが、国では人件費削



減のために新規採用を 56％削減するという方針を打ち出しています。これを身を切る改革

と称していますが、本来、人件費の削減のためにやるべきことは給与に見合った仕事ので

きない人の人件費を削るということで、そのためには能力実績主義の徹底など公務員改革

が必要です。それをやらず、人件費削減をやろうとすると新規採用の削減、つまり最も弱

者である、まだ役所に入っていない若者たちにしわを寄せることになります。

また、新規採用の削減は社会自体にマイナスです。国もリーマン・ショック以降、民間

に対しては経営が苦しくても新規採用は続けるようにと要請しています。なのに、自分た

ちは採用を半減させています。そして、吹田市は新規採用半減どころか採用をストップし

ています。これは優秀な人材の登用という観点にも合致せず、我々吹田新選会は強く反対

をしています。

以上の意見に基づき、市長の政策転換を求めたいんですけども、この点に関します市長

の見解をお聞かせください。

（太田勝久行政経営部長） 新規採用の停止についてでございますが、優秀な人材の登用

など、これは毎年度の新規職員の採用が望ましいものであるというふうには考えておりま

す。

しかしながら、本市の赤字体質から脱却するため、抜本的な行政改革を最優先の課題と

して取り組んでおり、赤字体質の大きな要因となっている人件費の削減に向け、正規職員

の採用を平成 24 年度（2012 年度）から平成 26 年度（2014 年度）の３年間、これを停止し

て職員数の抑制を図ろうとしているものでございます。

（井上哲也市長） 収入に合わせて支出を組むという財政規律を基本原則に、一連の抜本

的な行政改革を最優先に進める中にあって、職員採用についてはやむを得ず３年間、見送

りという判断をした次第です。

今後とも、新たな人事評価制度の導入や職員のさらなるスキルアップに努めるなど公務

員制度改革に積極的に取り組み、限られた人的資源を最大限活用してまいりたいと考えて

おります。

（神谷宗幣） 答弁ありがとうございました。

少し、ちょっとずるいような質問になるんですけども、実は先ほど私が読みました文章

ですね、提案しました文章、これ、実はこの図解大阪維新とは何かという本から丸々抜き

出したものなんですね。堺屋太一さんや上山信一さんたちが書かれていまして、そこの中

にそのまま書いてあった、維新の会はこの方針でいくんだということを書いてあったわけ

です。

ですから、市長も選挙のときに大阪維新の会として出られてるわけですから、皆さんは

吹田市もこういう方向で行くんだろうというような形でこんな本を読んでおられるわけで



すよね。ですから、それと全く違うような政策がありますと、私たちは何でだと聞かれて

もそれは答えられません。どういう理由があったんだ、財政が厳しいといっても大阪市も

厳しいわけです。大阪府も厳しいわけです。そういった中でも、あえて人の採用は続けて

いくというのが維新の方針だというふうにこうやって明記されておるわけでありますから、

これ、どういうふうにするのか、また今後、その政策をすり合わせるという点で、市民が

維新の会というものを捉えるときに、井上市長の政策を捉えるときに、やっぱりこれから

国へ出ていく維新の会と整合性をとっていただきたいと。そうでないと、やっぱりその顧

問という肩書はおかしいというふうに思うんですね。

ですから、ぜひその内部の政策の統一性をぜひやっていただいて、それで我々にも、あ

あなるほど、こういう方針で統一されてるんだなというものが見えるような、そんな政策

提言にしていただきたいと思います。

職員の採用に関しましては、また今後も新規採用の再開を始めていただくようにと絶え

ず要望はしていきますので、早急にそこら辺の財源を確保していただいて、職員の採用を

再開していただきたいと、これは要望としておきます。

次に、質問の２の（２）、人材育成について質問させていただきます。

先月、人材育成の基本方針が再度策定されました。我々吹田新選会も新方針の策定をお

願いしておりましたので、新たな方針を示してくださってありがたいというふうに思って

おります。

中身を見せていただくと、社会的課題から掘り下げた内容になっており、おおむねよい

方針であると感じています。しかし、細かく見ると職員の皆さんに対してさまざまな目標

を課しておられ、市民や事業者との交流の中でネットワークを形成する力や政策を立案す

る力、わかりやすい説明と接遇力といった能力を職員につけさせようというふうに書いて

おりますが、こういった能力は日々の市役所業務の中だけでは向上が難しいように感じて

います。

例えば、この三つの能力に関してどのような能力向上の場をつくっていかれる計画でし

ょうか、具体的にお聞かせください。

また、職員の研修という点についてですが、井上市長は、持ってきておりますこの「奇

跡を呼びこむ、人。イノベーションの起点、韓国と日本と松下イズム」という本を読まれ

たでしょうか。韓国の長城郡という自治体の職員改革の実例がまとめられたもので、長城

郡の研修プログラムについて成功要因を六つのプロセスで分析されています。

１番、自治体、基礎自治体のスタートの初期から経営管理チームを構成してイノベーシ

ョンの推進母体を確立したと。２番、教育と研修を通じて公務員がオープンマインドで制

度的な壁を壊すように誘導した。３、組織横断的なネットワークを強化してコミュニケー

ションを活性化させた。４、公務員の自己発展のための学習組織が形成された。５、住民

のためのサービスが画期的に改善され、公務員の専門性が高くなった。６、イノベーショ

ンの成果を組織構成員に公平に還元できるような評価及び成果システムが定着したという



ような流れになっております。私、ぜひこの本を市長に読んでいただいて、もう読まれて

いるかもしれませんが、読んでいただいて、この流れで吹田市も公務員改革、組織改革、

職員の研修というものを進めていただきたいというふうに考えております。

こういった先例に基づいて、私、一つのポイントは、大がかりな職員研修、みんなが同

じようなマインドを持つということではないかと思うんですけれども、吹田市でもこうい

った研修を進めてはどうでしょうか。定期的に隣のメイシアターの大ホールに職員を集め

て、外部講師などを招きながらレクチャーをしてもらうというような取り組みは、吹田で

も少し予算をつければできることだと思います。職員のモチベーションアップと仕事への

考えを変える取り組みが市役所全体のレベルアップの基礎になくてはならないと思います。

市長と担当者の見解を求めます。

また、ある程度内発的なやる気を持っている職員さんはこういった外からの研修で十分

に学ばれることと思いますが、それだけでは不十分だという職員の方には環境を変えて仕

事をしてもらうべきではないかと考えます。私が市長の立場なら、意識の低い職員さんに

は民間企業での研修をしてもらいたいというふうに考えます。今、民間の企業がどれだけ

大変で、中小企業の経営者が従業員のお給料を払うのにどれだけ苦労しておられるかとい

ったことを感じたり、また公務員がどれだけ守られた存在で、税金でお給料をもらえると

いうことがどれだけありがたいことなのか、またその税金は民間企業の方々がどれだけの

思いで払っているのかということを現場で学ぶ期間が数カ月でもあれば、職員の意識はか

なり変わるのではないかと思います。そうした民間企業などでの研修について、過去の実

績や今後の計画があれば、その点もあわせてお聞かせください。

（川下貴弘総務部長） 人材育成のための能力向上について、まずネットワーク能力向上

のためにワークショップを取り入れたファシリテーション研修を実施しておりますが、さ

らに行政運営能力の向上を図るための研修を実施してまいりたいと考えております。

職員には自治体職員としての自覚を持ち、みずから市民や事業者との交流を図るよう、

これを促してまいりたいと考えております。

能力向上に、積極的政策立案する能力につきましては、問題、課題を出してあるべき姿

を考え、課題解決に向けたケーススタディーを取り入れた政策形成研修をこれはより一層

充実してまいります。

わかりやすい説明と接遇力につきましては、相手の話に耳を傾けて相手の気持ちに配慮

することを体験する接遇研修などを実施し、市民満足度を向上させるためにさらなるスキ

ルアップに努めてまいります。

次に、韓国で行われた職員意識改革の研修を本市でも実施できないかとのことでござい

ますが、今年度は全職員の共通認識を図る前に、まずは全ての管理職員を対象とした意識

改革を図る研修の実施を考えております。翌年度以降につきましては対象者を全職員に拡

大して、これは実施をしてまいりたいと考えております。



次に、民間企業への派遣研修につきましては、昨年度におきましてダスキンと江坂東急

インの２カ所に職員を派遣し、接客や営業活動などの業務体験を通じて顧客意識の徹底に

よる接遇やコスト意識を習得する研修を実施いたしました。

これらにつきましては、今後も派遣する企業の業種をふやすなど、これはさらなる拡充

に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

（井上哲也市長） 全ての職員には、常に創意工夫をしながら熱意を持って業務を遂行す

るとともに改善を繰り返し、行政経営能力の向上を図る姿勢が不可欠であると考えており

ます。そうした職員が行政組織を支えることこそ、市民満足度の高い市政の実現につなが

るものと考えております。

今後とも、職員が必要な能力を高めていけるよう各種研修の充実に努めてまいる所存で

あります。

（神谷宗幣） 御答弁ありがとうございました。

部長のほうから、市民や事業者との交流を図るように促していくんだというような答弁

もいただきましたけれども、私も職員の皆さんに何かイベントのときだけではなくて、ふ

だんからＮＰＯやいろんな民間団体に入って交流をしてもらいたいなというような思いが

ずっとありまして、実はちょっと具体的な細かい例になりますけれども、ことしは私たち、

ＯＢもたくさんいらっしゃいますが、吹田には青年会議所という市民の組織がありまして、

そちらのほうにも職員も入ったらいいじゃないかと。お隣の市も入ってるし、調べると全

国でも 100 人近く行政職員の方々が青年会議所に入ってるということでしたので、それで

入ったらいいじゃないかということでお勧めをしたんですね。

すると、入って活動をしてますと、何か上司の方からそういう活動はしてはいけないと

いうようなクレームが入ったというようなことをちらっと聞きました。せっかく方針とし

て市民との交流とかということをおっしゃっているのに、そういう場に職員が出てきては

いけないというふうな話があったというふうになると矛盾するように思いますけれども、

どうなんでしょうね。青年会議所は一つの例ですけども、そういった団体に職員が入って

活動するということを不適切とお考えなのかどうか、見解をお聞かせください。

（川下貴弘総務部長） 今の御質問は本市の管理職が、職員が青年会議所等で研修等を行

いたいけれども、それはやっぱりちょっとあかんよという御質問ですよね。私、そのこと

は、済みません、初めて聞きましたけれども、職員が、今申し上げましたように、市民の

中に入って、いろんな市民の意見を生でお伺いをして、それでやっぱり人間力等をつけて

いくというのは、これは非常に大事やと思っております。

あかんと言うたその辺の事実は確認はいたしますけれども、基本的には積極的に出てい

って市民と交わってもらうというのが総務部の大基本でございますので、これらについて



は今後、検証のほうをさせていただきます。

（神谷宗幣） 答弁ありがとうございます。そういったことでありましたら、また積極的

にこっちも声をかけたいと思いますし、またその他のさまざまな団体にも職員の方に入っ

ていただいて、なるべく人間関係、ネットワーク、まさしく方針にあるようにつくってい

ただいて、交流を持っていく中でぜひ市民ニーズを吸い上げていただきたいというふうに

要望をしておきます。

続きまして、質問２番の（３）に入ります。民間活力の活用について。

井上市長は、給食調理員の民間委託や保育所の民営化などを進めておられ、この点は前

市長に我々、再三提案してもなかなか進まなかったことですので、それを進めていただい

てることを高く評価しています。

ただ、民営化されるこうした職場にも頑張っておられる職員さんと、残念ながらそうで

ない職員さんがおられるというふうに聞いています。段階的に民間に移譲していく過程で

はぜひ頑張っておられる職員さんを残し、そうでない方々には姿勢を改めていただくか職

場を去っていただくように信賞必罰の適正な仕組みを考えていただきたいというふうに思

っております。

現場の声を聞くと、若い、頑張っておられる方にしわ寄せが行ったり、そうした方から

職場を去ってしまうといったような声も聞いています。せっかくよい改革がただの職員の

首切りになったり、優秀な人材の放出につながらないようにお願いしたいのですが、この

点の担当部署の見解をお聞かせください。

また、さらなる民間委託の提案ですが、例えば職員の給与や交通費の管理など直接市民

サービスに関与しない市役所内部の業務などはアウトソーシングを実施できるのではない

かというふうに考えております。実際、市長と同じ維新の会が知事をされる大阪府は、早

くから職員の給与などの管理を民間会社に委託することにより今までの業務を省略し、業

務の効率化と人件費の削減を図っておられます。人件費の削減をできて業務の効率化がで

きるのであれば、本市でも検討してみるべきではないかというふうに思いますが、今後、

これは一つの例ですけども、そういった方向での業務のアウトソーシングをお考えでない

か、お聞かせください。

そのほか、市役所業務にかかわらず、例えば今、我々会派で話しておりますのは幼稚園

の民営化というものも進めていかれるべきではないかというふうに考えております。これ

も例示ではありますけれども、そういった市役所業務のほかにもアウトソーシングを考え

ておられるようなことがありましたらあわせてお聞きしたいと思います。

（川下貴弘総務部長） 民営化を実施する場合の職員に対する信賞必罰の仕組みについて

でございますが、民営化された職場で過員となった職員につきましては、使用者の責務と

して解雇回避に努める必要がございますことから、まず任期に定めのない職員の配置転換



や職種変更などの対応をいたしますが、その場合にありましても過去の勤務実績を勘案し、

適材適所の人事配置を行ってまいりたいと考えております。

また、職責を十分に果たせていない職員に対しましては、改善を求める注意、指導等の

実施や、改善しない場合の降任や免職といった分限処分を行う手続を定めました分限処分

の指針案、これを作成いたしました。現在、早期の運用開始に向け、職員団体等と交渉を

重ねているところでございます。

これらの仕組みを適切に運用していくことによりまして、職員がやりがいを持って働く

ことができる職場づくりに努めてまいりたいと考えております。

（太田勝久行政経営部長） さらなる民間委託の提案についてでございますが、職員の給

与の管理など直接市民サービスに関与しない市役所内部の業務のアウトソーシングにつき

ましては、費用対効果等を検証しながら検討を進めてまいります。

また、今後のアウトソーシングでございますが、民間のノウハウを活用することにより

ましてリスクの回避、あるいは限られた職員の有効活用にもつながり、内部統制の整備や

危機管理のためのＢＣＰを考える上でも非常に重要であると考えております。

現在、資源リサイクルセンター、資源循環エネルギーセンター、破砕選別工場のエリア

全体を新環境モデルエリアとして、民間活力及び運営方法を包括的に導入する新たな環境

事業、施設運営などの検討を行っているところでございます。

（神谷宗幣） 御答弁ありがとうございました。部長の答弁で、しっかりと制度も決めた

ので、チェックをしていくというお答えもいただきました。

それから、先ほど例示に挙げました、これ、私、何度も議会でも取り上げておるんです

が、給食調理員さんです。頑張っておられる方と頑張っておられない方の差があり過ぎる

というふうに現場から聞いておりまして、それはアルバイトで働いておられる方からもそ

のような声が聞こえています。

先日、市長との懇談の場でも提案しましたけれども、ぜひそういった現場の声、市長も

ちょっと学校を回られたりして、校長先生と懇談されたりして聞いていただいて、その信

賞必罰のしっかりとした徹底をお願いしたいというふうに思います。やっぱり頑張ってる

人が評価をされて、そうでない人は一定の処罰を受けるというような形が徹底されないと、

なかなかその人件費カットとか、定数を削ったりとか、新規採用をとめたりとかというこ

ととちぐはぐになりますので、その点、少し力を入れてやっていただくとより改革がよい

方向に進むのかなというふうに思っておりますので、この点は要望とさせていただきます。

続いて、教育の３番の質問に入りたいと思います。大きな３番、教育についての質問で

す。

最近の教育に係るテーマで最も関心が高いのはいじめに関する問題ではないでしょうか。

文部科学省の平成 22 年度の調査では、小・中、高等学校におけるいじめの認知件数は７万



8,000 件、換算すると生徒 180 人に１件以上というふうになります。国も対策に動き出して

おりますが、現状、吹田市では小・中学校でどのくらいいじめの件数が報告されているの

か、過去３年の報告件数を教えてください。

また、井上市長も８月 28 日に「いじめをなくすために～一歩前へ～」というメッセージ

を出され、問題意識を示しておられますが、そこに書かれていることは、子どもたちのＳ

ＯＳを見落とさず、つらい毎日から救い出し、心の傷を癒やすサポートをするということ

に限られております。市長の考えておられるいじめ対策はほんとにこれだけなんでしょう

か。メッセージを出されたくらいですから、もう少し具体的な、実質的な救済につながる

対策を教えていただきたい、考えていただきたいのですが、市長のお考えをお聞かせくだ

さい。

私は、人間が社会生活を営む以上、大人の世界も子供の世界もいじめはなかなかなくな

らないというふうに思っています。しかし、いじめにも程度があって、グループの中で仲

間外れにされるぐらいだったらある程度どこにでもある話ですけれども、人を死に追いや

るまでの悪質ないじめを幼い子供たちが行うということは、大人も子供も心が病んでいる

としか考えられません。その根底から見直していかなければ、対症療法ではこの問題は改

善に向かわないというふうに考えておりますので、市長の大きないじめに対するお考え、

対策を一度お聞かせいただきたいと思います。

（梶谷尚義学校教育部長） いじめ対策についてでございますが、まず過去３年間のいじ

めの認知件数は、平成 21 年度（2009 年度）は小学校 32 件、中学校 99 件で合計 131 件、平

成 22 年度（2010 年度）は小学校 34 件、中学校 59 件で合計 93 件、平成 23 年度（2011 年

度）は小学校 29 件、中学校 72 件で合計 101 件でございました。

次に、実質的な救済につながるいじめ対策についてでございますが、子供の小さな変化

に早期に気づき、早期に対応することが最も重要でございます。そのため、管理職を初め

教職員に対する研修を再度実施し、組織として予防することを前提に教職員と子供たちと

の信頼関係を構築すること、教職員のアンテナの感度を上げることなどを指導いたしまし

た。

また、昨年度から全中学校ブロックにスクールソーシャルワーカーを配置し、いじめ、

不登校、虐待などの個別課題を有する児童・生徒、保護者及び学校への環境整備などの支

援を行なっているところでございます。

なお、このたび教育委員会に緊急対応チームを設置し、スクールソーシャルワーカー、

校長ＯＢ、臨床心理士、指導主事などがチームを組んで学校でのいじめの見立てや対応に

入っていけるようにするとともに、教育センターなどで行っているいじめの悩み相談専用

ダイヤルの周知徹底を行ったところでございますが、さらに各学校の生徒会でのいじめ未

然防止のための自主的な取り組みの充実を図るとともに、ほかの学校などへの発信を働き

かけてまいります。



今後も、いじめ問題への対応を図るとともに各学校の取り組みに助言を行い、しっかり

といじめ問題に取り組んでいきたいと考えております。

（井上哲也市長） 本年８月 28 日に、いじめをなくすための従来の対応、対策から一歩前

に踏み出しましょうという趣旨の御提案を教職員、保護者、地域の皆さんに向けて発信を

させていただきました。

学校ではさまざまないじめ対策に取り組んでいるとお聞きをしていますが、残念ながら、

いじめはゼロとなっていないのが現実であります。

具体的な対応策については、一歩踏み出すということも含めて担当より申し上げたとお

りでございますが、やはり現状を直視し、早期発見、アンテナの感度をよくするという話

もありました。対応、解決を図るシステムを学校、家庭、地域全体でつくっていくことが

大事

（神谷宗幣） 御答弁ありがとうございました。

お話を聞いておりますと、いじめが起きたときの対応にすごく焦点を当てておられるの

かなというふうに感じております。これ、次の質問に関連するので次の憲章の質問に入っ

ていきますが、人間が自分より弱い人をいじめるということは、やはりその人自身の心が

弱くて、そしてまた倫理観や人間性が育っていないのかなというふうに考えております。

そういうものが蔓延する、もしくは子供たちまでそういったことにブレーキがかからない

というのは、やはり社会規範全体を見直さなければいじめの根絶というものはできないの

ではないかなというふうに思っていますし、また学校でそういった規範、学校でなければ

地域でそういった規範を共通に持っていくことが必要かというふうに考えております。

そういった前提に立ちまして、少し不適切な表現もありますけれども、あえて全部引用

しますので、次の 12 項目の呼びかけを一度聞いていただきたいと思います。

まず１、親に孝養を尽くしてはいけません。家庭内暴力をどんどんしましょう。２、兄

弟姉妹は仲よくしてはいけません。兄弟姉妹は他人の始まりです。３、夫婦は仲よくして

はいけません。じゃんじゃん浮気をしましょう。４、友達を信じてつき合ってはいけませ

ん。人を見たら泥棒と思いましょう。５、自分の言動を慎んではいけません。うそでも何

でも言った者勝ちです。６、広く全ての人に愛の手を差し伸べてはいけません。我が身第

一で考えましょう。７、職業を身につけてはいけません。いざとなれば生活保護がありま

す。８、知識を養い、才能を伸ばしてはいけません。大事なのはゆとりです。９、人格の

向上に努めてはいけません。何をしても個性と言えば許されます。10、社会のためになる

仕事に励んではいけません。自分さえよければよいのです。11、法律や規則を守り、社会

の秩序に従ってはいけません。自由気ままが一番です。12、勇気を持って国のために真心

を尽くしてはいけません。国家は打倒するものです。

不適切な表現が非常にたくさんありましたけれども、お気づきの方もいらっしゃると思

いますが、これはある学者の方が、かつて日本の教育規範であった教育勅語に書かれた 12



の規範を全く逆に書きかえたものになっております。私も初めて聞いたときは、これは何

なんだと、この人は何を言ってるんだというふうに思いましたので、皆さんもそんな感覚

かとは思いますが、じっくり読むとこれは冗談では済まないなという風刺が含まれている

というふうに感じたわけであります。

今、平成の世において教育勅語が必要だと言うと、それはまた軍国主義につながるとか、

さまざまな批判を受けますけれども、この 12 の徳目、教育勅語に書かれた 12 の徳目とい

うのは、今の日本人がほんとにもう一度見直さなければならない社会規範がたくさん含ま

れているように感じています。逆に、それを全く無視したらどんな社会になるかというこ

とを今、私はあえて不適切な表現を使いまして説明したわけであります。

こういった徳目をうたう取り組みは全国にほかにもありまして、以前も議会で取り上げ

ましたが、会津若松市のあいづっこ宣言にもこんな言葉が書いてあります。１、人をいた

わります。２、ありがとう、ごめんなさいを言います。３、我慢をします。４、卑怯な振

る舞いをしません。５、会津を誇り、年上を敬います。６、夢に向かって頑張ります。や

ってはならぬ、やらねばならぬ、ならぬことはならぬものですというふうに書いた宣言、

これは会津若松市が皆さんでやっておられるんですけども、これは会津若松市の青少年育

成市民会議が推進母体となって提唱して、青少年にかかわる団体や学校、保育園、幼稚園

などが協力して活動を広げておられるというものです。

私は、今現在のいじめの問題などを考えると、今こそこうした地域の大人と子供がとも

に確認し合えるような規範の制定というか呼びかけが必要ではないかというふうに思って

います。弱い者いじめをするのは卑怯なことで、卑怯なことはしてはいけないんだと、な

らぬものはならぬのだということを大人が子供にちゃんと教えていかなければならないし、

それを言う大人は自分自身もそういうことをしてはいけないんだという実践を子供たちに

見せていかねばなりません。

現代の日本で残酷ないじめが頻発し、それをとめる人も出てこないというのは、国民全

体の心が荒廃して社会規範や道徳心が希薄化しているからではないでしょうか。いじめを

学校の先生や教育委員会のせいにしてみたり、いじめた子供やその親を非難してみても、

私は抜本的な問題の解決にはつながらないというふうに考えています。いじめられる子供

を保護していくという視点も大切なことですけども、社会や地域全体のモラルの向上に努

めなければ問題の本質が解決するようには思えません。

そこで、我々吹田新選会は地域のみんなで共有できるような教育憲章のようなものをつ

くるべきだというふうに考え、案文まではつくっているんですけれども、憲章というもの

はその性質上、市長や行政の側から出していただくのが通例だというふうに事務局でお聞

きしました。

そこで、教育委員会と市長にお聞きしたいんですけれども、いじめ問題の解消の目的も

含めて、今、私、長々と説明しましたこういった教育規範、教育憲章のようなものを提案

されるおつもりはないでしょうか。御見解をお聞かせください。



（徳田育朗教育総務部長） 教育憲章についてでございますが、昨今社会問題となってお

りますいじめ問題につきましては、その根本には、みずからを律し、人を思いやる心や規

範意識の低下など多くの要因があるものと考えているところでございます。

平成 22 年（2010 年）３月に策定いたしましたわが都市（まち）すいたの教育ビジョンの

中で、心の教育や生徒指導の充実を通じ、倫理観や規範意識を身につけさせることを施策

に位置づけるとともに、本年８月に発信いたしましたいじめ根絶に向けた吹田市教育委員

会メッセージにおいても、いじめを絶対に許さないという呼びかけを行ったところでござ

います。

御質問にありますような教育憲章につきましては、その制定の過程におきましてさまざ

まな御意見を伺うことが期待できることから意義のあるものと考えておりますが、一方に

おきまして市民の総意と言えるものの形成には慎重な議論の積み重ねが必要となってまい

ります。

現時点におきましては、教育憲章の制定よりも、さきに述べました教育ビジョンやいじ

め根絶に向けたメッセージを踏まえた具体的な取り組みを通じて、家庭や地域と連携しな

がら豊かな人間性を育む教育を目指してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理

解賜りますようお願い申し上げます。

（井上哲也市長） 御提案の教育憲章につきましては、策定の機運の高まりとその内容に

ついての広範な市民の支持が重要となってまいります。

新選会との意見交換会でも議員さんのほうから出されるということでございましたので、

現時点では教育憲章の提案を考えておりませんが、今後、我々が出す場合はやっぱり議員

の皆さん、全会一致が大原則だと思いますので、議会の総意に基づく賛同をいただくこと

を前提に、また市民の皆さんにほんとに御理解をいただける、そういった議論を今後、進

めさせていただくことを考えてさせていただきたいと思っております

（神谷宗幣） 答弁ありがとうございました。

いじめに向けた具体的な取り組みの一つが、私はそういった憲章をつくって、それをみ

んなで共有していくということではないかなというふうには考えておるわけです。市長に

も前から新選会で考えておりますということを伝えておりましたので、今の御答弁をいた

だきまして、ぜひ議員の皆様方、一緒に考えていきたいなというふうに思いますので、御

協力をよろしくお願いします。

では、次の質問に移りたいと思います。市の教育ビジョン、市長の教育ビジョンという

話ですね。

吹田市には、2010 年に策定されましたわが都市（まち）すいたの教育ビジョンというも

のがあります。実は、以前も議会で述べておるんですけども、非常に総花的で特色に欠け、



これまでの吹田市教育委員会の取り組みをまとめたものにすぎないのではないかというふ

うに、少し厳しいですけども、私は意見を述べております。この教育ビジョンについて、

市長がかわられる前につくられたものでありますけども、今現在の井上市長はどういうふ

うにお感じになって受け取られておりますでしょうか、お聞かせください。

また、教育に関して心もとないのは、市長の教育維新の政策についても私は心もとない

というふうに思っております。教員の人事権の移譲、放課後学習の導入、学力テストの公

開と、この三つしか具体的に挙げておられません。教育の維新と言うには余りにもお粗末

だと私は思います。吹田市の教育ビジョンへの御意見と教育維新の目指すところ、市長自

身がこれからの子供たちに求められる能力は何だと考えておられるのか。そういった点、

３点合わせて具体的にお聞かせください。

（井上哲也市長） 本市の教育ビジョンにつきましては、教育委員会が目指す基本理念で

あります、「今 吹田から 未来（あす）の力を」の実現に向けた中・長期的計画として、

吹田市第３次総合計画を補完するものであると認識をさせていただいております。

その総合計画も、市長がかわりましたので、今、見直しを進めさせていただいておりま

す。もちろん、教育ビジョンにつきましても、教育委員会におきまして計画中間年度の平

成 26 年度（2014 年度）をめどに見直しを進めていく予定であるとお聞きをいたしておりま

す。今日的な課題を踏まえた見直しがなされるものと期待をさせていただいております。

教育の維新の目指すところについてでございますが、次世代を担う子供たちが人や社会

のつながりの中で大きく成長していけるまちづくりを目指したいと考えており、そのため

には困難に打ちかってくじけない知、徳、体の調和のとれた総合的人間力の育成が重要で

あると考えております。

（神谷宗幣） 市長の教育ビジョン、もう少し具体的にしっかり聞きたいわけであります

けれども、先ほどと同じような論法になりますけども、市長が所属されている大阪維新の

会、日本維新の会と呼び変えたほうがいいんでしょうか、教育政策を掲げておられますね。

理念、全て読み上げませんけど、例えば理念のところで書いておられるのは、自立する国

家、自立する地域を担う自立する個人を育てる。基礎学力を底上げし、グローバル人材を

育成する。あしき平等・画一主義から脱却し、個人の能力を伸ばす教育をするというよう

なことが理念に挙がっております。

そして、基本方針は、教育委員会制度の廃止。公立学校長の権限の拡大強化、校長を公

募する。世界標準の英語教育と海外留学支援。教員を雑務から解放し、教育に専念させる

というようなことが書いてあります。これ、大阪維新の会の教育政策の中からインターネ

ットを開くと出てくる内容の一部です。私、こういったものはもろ手を挙げて賛同したい

なというふうに思っております。まあ、教育委員会の廃止はちょっと急速過ぎるかもしれ

ませんが、ぜひ市長もせっかく維新の会に入っておられるわけですから、こういうものと



ちゃんと一致した教育ビジョンをつくって、維新の会は日本を変えると、グレートリセッ

トなわけですよ。ということは、教育制度を変えると。今の自由民主党の総裁候補も、維

新の会は教育政策だけはいいというふうにおっしゃっていたりするわけです。ですから、

その会の市長がせっかく我々のまちにいるわけですから、我々もやってほしいわけです、

教育改革をきちっと。

ですから、さっきのお題目を聞いてましても、すごく抽象的に聞こえます。ですから、

私たちは特に教育に力を入れて活動しておりますので、この点であれば何でも協力します

よということを強く申し上げておるわけでありますので、行政改革もそろそろ一段落させ

て、そろそろほんとに教育改革、真剣に取り組んでいただきたいというふうに思います。

大阪維新の会は、それこそできないから、できなからと言って国政に行くわけですよ。

私は半分言いわけだと思ってますけども、市長はできるんです、もう選挙に勝たれてるわ

けですから。ですから、橋下市長ができないから国へというのはほっといたらいいとして、

市長は吹田のまちで、もうできるわけですから、その維新の会が国政に行ってどうこうと

いう時間、相当かかります。その間に、教育特区というような制度もありますから、そう

いったものもつくって、理念は維新の会に、先ほど言いましたが、いいものが入ってると

思うので、その部分的に吹田だけで、単独でできるものだけでも先進的に取り組んで、い

い例をつくって、逆にお仲間の維新の会の皆さんに、ほら、維新の会の政策どおりやった

らちゃんとできたじゃないですかと、じゃあ、これを全国に広げていきましょうというよ

うな形の取り組みをするべきなんじゃないかなというふうに思うわけです。

それを私、よくブログなんかにも書くんですけども、せっかく皆さん、維新の会だ、維

新の会だというふうに世間がもてはやしても、吹田市は維新の会の市長がいるけれども、

全然改革らしい改革になってないと。教育改革が全然進んでいないと。そこに不満を感じ

るので、どうしても維新の会にネガティブなことを言わざるを得ないというふうに書いて

います。これはメッセージでもあるわけで、逆にほんとにいいことをしてくだされば、維

新の会、やっぱりこれから日本を変えていく期待が持てるということをきっちりと書きま

すので、ぜひその点は具体的に市長の判断で行動に移していただきたいというふうに要望

をしておきます。

（井上哲也市長） いろいろ御指摘をいただきましてありがとうございます。非常に誤解

をされているかもわかりませんが、私と教育委員会は常に話し合いを持たせていただいて、

維新の会の政策を、今、条例の制定もいろいろ御指摘もいただいたんですが、条例を制定

しないでも、例えば保護者の意見、そして子供さんの意見、どういった形でその意見を聞

く機会を持つかということも話し合いをさせていただいて、実は学校では、吹田市では既

にもうアンケートをやられているということでございましたので、できましたらそこに保

護者の意見、子供さんの意見を載せていただけるようなことはできませんかということで

教育委員会の皆さんと話をさせていただいたら、もうそれはいいことですねということで、



前向きに検討をしていただいてるというところもあります。

ただ私が、市長としてできることは大変たくさんありますので、維新の会が今提唱して

いるいろんないいことは教育委員会と話をさせていただきながら、これからも、進めさせ

ていただいてるということを御理解いただきたいと思います。

（神谷宗幣） 御答弁ありがとうございました。

そういうプロセスが私も大事だというふうに思いますので、ぜひほかの維新の会のメン

バーにもしっかりプロセスを踏んで、しっかり大阪をよくしてから国へ出ていけというふ

うに顧問として助言をしていただきたいというふうに思います。

次に、さまざまな教育施策について私なりの提案をさせていただきたいというふうに思

います。

私は、21 歳のときに世界 18 カ国を回って、自分の目で世界を見て、同世代の海外の若者

と交流をし、自分の世代の日本人がこのままのんびりとやっていたら日本はきっとだめに

なると考えて、それを訴えたいと考えて今、政治をしています。

そのときの自分が、どんな点がだめだというふうに感じたかというと、日本は豊か過ぎ

て、我々若者にハングリー精神がないと。世界の厳しい競争社会の現実を知らなさ過ぎる

と。語学力がない、自分の考えを伝えるコミュニケーション能力やディベート能力がない、

自分の国の歴史や文化、宗教、哲学といった教養がないという点を強く感じました。これ

は全て私自身の反省ではあります。しかし、今後、グローバル化が進むにつれて、こうい

った能力は必ず日本人全体に求められるものだと感じました。

あれから 13 年、世界はＩＴ化も進み、より小さくなりました。これからの日本の子供た

ちのライバルは日本人だけではありません。世界の中でやっていける人材の育成をどうい

うふうにするかが国家課題となっていますし、その教育の現場は我々基礎自治体にありま

す。

今までのように国の方針に右に倣えではなく、それぞれの地方が生き残りをかけて人材

を育て、それぞれの地域でしっかりと抱えていくという必要があると思います。国全体統

一の教育では多様性が失われ、下手をすれば、失敗すると国民全員が共倒れということに

もなりかねません。いや、既にそうなりかけていて、わかっている人から海外に資本を移

したり逃亡するような準備をしている状況なのかもしれません。

私はこの国が好きですし、この国に住んでいる人間も好きですから、何とかそれを食い

とめたいというふうな思いで政治をやっています。

そんな私たち新選会の考える 21 世紀、これからの人材は五つのポイントを絞って育成し

ていくべきではないかというふうに考えています。１、国際社会を生き抜く精神的強さと

国際感覚、幅広い情報や視野を持った人材。２、日本人としての強いアイデンティティー

と教養を持った人材。３、上二つの能力に基づいて創造的なアイデアを出せる人材。４、

情報を暗記するのではなく、うまく収集し、発信ができる人材。５、自分の意見を相手に



伝え、個人でなくチームで働けるマネジメント能力のある人材。このように考えておりま

す。少なくとも有名大学と言われる大学、トップレベルの大学に行く学生にはこんな能力

がないといけないというふうに思うわけですが、それが十分に身についていないというの

が日本の現状ではないでしょうか。

ということは、国の教育が十分に機能していないというふうに言えるんだろうと思いま

す。そして、その問題の大きな責任は初等教育を担う我々基礎自治体にあるのではないか

とも考えています。もちろん、国のカリキュラムが決まってますから、それにのっとって

やればこうなるんだと言えばそれまでですけども、今後、地方分権、地域主権という形で

政治が進んでくると、こうした課題や教育方法もそれぞれ地方で考えていかなければなら

ないということになります。

実は、こういった教育の現状、非常に人材育成はまずいんだというのを一番わかってい

るのは海外を相手に戦っておられる経営者や企業家の方々です。表現は悪いですけれども、

彼らが最も日本の若者は余り使えないんだというふうに感じているわけで、その証拠に日

本企業の外国人採用が年々ふえていっているわけです。

逆に、そういったことを余り強く感じておられないのが学校の制度や壁に守られた先生

方や、政局や自分の選挙のことばかり気にしている我々政治家なのかもしれません。そし

て、悲惨なことに、その先生と政治家が教育の問題を主に扱っているというのが日本の現

状であります。

そういった視点がありますので、先ほども申しましたけども、維新の会が言う教育委員

会制度の見直しというのは非常にうなずける点があるわけです。しかし、いきなり廃止と

言ってもすぐそれにかわる制度はできないと思います。

そこで、私から一つ提案をしたいんですけれども、市の中に人材育成会議というような

ものをつくり、どうした地域人材を育てていくかという、先ほど吹田市が単独でつくって

いる教育ビジョンを教育委員、それから市長、我々議員、民間の経営者、保護者、高校や

大学の関係者、そして現場の学生といった者で会議体をつくって、みんなで熟議といった

形でそういうビジョン、方針を決めていってはどうかというふうに思います。

強調しますけども、特にこれから人材育成で入れていかないといけないのは民間の経営

者の視点です。これから子供たちがどういった社会に出ていくのかということを一番よく

わかっておられるのが民間の経営者だと思いますので、そういう方々の視点を入れた教育

ビジョンをつくらなければいけないんではないかというふうに考えております。これは、

何度も申しますけども、維新の会の教育政策にも合うでしょうし、市長がひとつやろうと

いうふうに提案されればすぐにできるものだと思いますので、こういった会議で出てきた

先進的な取り組みを進めていくことで、吹田で教育を受けたいという市民がふえて、それ

が自治間同士の競争を生き抜く武器となり、税収のアップにもつながるように考えます。

こういった提案に対する市長のお考えをお聞かせください。



（井上哲也市長） いろいろ御指摘をいただきました。

まず、教育委員会制度を廃止して人材育成会議という話でございますが、一つは教育委

員会制度の廃止ということは今回、維新八策の中で掲げており、国政へ挑戦する過程にお

いて国民に賛否を問う、民意を捉えるということで、その民意を見定めてどういった判断

をするかは市長として判断をさせていただきたいというのが、大前提でお話をさせていた

だきます。

実は、先ほど教育委員会と話をさせていただいて、いろいろ取り決めをさせていただい

てるというお話の中で、実はやはり吹田市の子供さん、今の子供さんが、海外で戦える人

材という言い方がいいんでしょうか、日本で企業に就職する、いや、海外の企業にも就職

をする、そういった人材をいかに育てるかということの議論も実はさせていただいてます。

例えば、英語だけにこだわったらいけないかもわかりませんが、英語をどういった形で

子供さんに、試験に通る英語だけじゃなく、やはり海外で戦える人材、その中での英語の

役割をどうするかということも実は話をさせていただいて、例えば塾の先生を今違う形で

お願いをさせていただいて、実は大学と連携をしてモデル校としてスタートをさせていた

だいてるんですが、そこにも英語をどういった形で入れさせていただいたらいいかという

ことも議論させていただいた中で、例えば英語の先生をふやすのか、例えば私は教材もや

はり検討すべきじゃないかということも話をさせていただいてる中で、人材育成について

は今取り組みをさせていただいているということで御理解をいただけたらありがたいと思

います。

（神谷宗幣） 答弁ありがとうございました。

済みません、質問を切るところを間違えてしまいましたので、答弁ありがとうございま

した。失礼しました。

済みません、話を途中で切ってしまったのであれなんですけれども、そういった思いが

ありまして、個々の政策を提案するという、提案をしてからほんとは答弁をいただかない

といけなかったわけでありますが、いろいろ政策、全国を回りまして取り組みを見てきた

ものがあります。

そういった中で、私、いろいろ学校でやってほしいわけですけれども、基本的な着眼点

として学校の先生方にこれ以上の負荷をかけることはよくないんだというふうに思ってお

ります。もう先生方はいっぱいいっぱいで、なかなか子供と向き合う時間もないというふ

うにおっしゃっておりますので、これからの教育を変えていくという視点に立って物事を

訴えるときは、学校の外側の組織もしくは地域の人たちがどういうように学校に入ってい

くかという視点が必要であろうというふうに考えておりまして、そういった意味でも先ほ

どのような会議体をつくってその中で方針を決めていき、自分たちで訴えたことなんだか

ら民間の企業も地域の大人も学校に入っていってこの市の教育にかかわろうというふうな、

そういう視点を持っていくべきだろうというふうに考えております。



以下の提案は、全て学校の先生単独にお任せするということではなくて、その周囲の人

たちにお願いしようということで考えておりますので、提案として聞いてください。

例えば、富山県や新潟県、それから石川県の教育委員会がバックアップして行ってる授

業で９歳のひとりだちというような事業があります。これは、小学校３年生が４泊５日で

親元を離れて食事をつくったり登山をしたりする、そんな事業です。

この事業の特色は、各県から学校もクラスもばらばらな子供たちがいきなり集まって数

日間共同生活をすることであります。吹田市も林間学校などを取り組みとしてやっておら

れますが、それは結局、学校単位での同じメンバーでやってる取り組みですので、私はこ

のようないろんな学校から子供たちを集めてリーダーシップを身につけさせるような教育

をするということが非常に大切ではないかなと思っております。

こういった点、こういう取り組みをしたいという民間のＮＰＯとか、実際にやっておら

れるところ、市内にも私はあると仄聞しておりますし、大阪府下ではたくさんあります。

そういったところと教育委員会でタイアップをして、夏休みなんかに子供たちがそういう

ものに参加できる場をつくっていかれてはどうでしょうか。これは提案です。

次に、お弁当の日という取り組みもあります。同僚議員が以前も言っておりますが、改

めて提案をしておきます。

この取り組みは香川県の滝宮小学校で始まった取り組みで、小学校５・６年生が定期的

にお弁当をつくって学校に持ってくる、そういった取り組みです。献立づくり、買い出し、

調理、弁当詰め、片づけまで全部やるのは子供だけで、親は一切手伝ってはいけないとい

うのがルールです。決してお弁当に点数をつけたり評価をしたりということはしません。

ただ、自発的に子供たちがお弁当をつくってきて見せ合いっこするうちに、だんだん友達

よりもいいお弁当をつくりたいというような、そういう感覚になってきまして、結局は食

事をつくることの喜びを子供たちが覚えていくという、そういう取り組みであります。

食事をつくるという基本的なことを学び、実践していくことで、自分のことは自分です

るという考え方や食べることの大切さを子供たちが学んでいくという取り組みで、現在、

全国で 1,000 校以上の小・中学校でこの取り組みをやっておられます。ぜひ吹田市でも取

り入れていただきたいと思います。

これも学校の先生にやれと言うと大変ですので、今各校へ配置されている栄養教諭の先

生や、それこそ給食調理員さんにお願いをしてそういう取り組みを、月に１回です、給食

をストップして、子供たちにお弁当をつくってきましょうと。最初に簡単なレクチャーを

すればいいだけですから、こういう取り組みに取り組まれてはどうかというふうに提案を

しておきます。

それから、次に、海外の語学研修についてでありますが、私も先ほど海外留学の経験を

述べましたけれども、なるべくそういった経験は若いうちに、早いうちに子供たちにさせ

て、英語を学ぶことの楽しさとか必要性を体感させることが必要ではないかというふうに

思っています。



吹田市内の活動を見ると、北千里高校などはオーストラリアに語学研修に行かせてます

し、昨年、私、訪問しました長崎東高等学校というところは、海外に行くグループと、お

金がなければ国内のハウステンボスのような、ああいう施設で合宿英語研修をするという

ような形で、とにかく集中して英語を学ぶ場をつくっているということであります。

国内を広く見ますと、中学校レベルでもそういった取り組みを行っているところがあり

ますので、吹田市も英語成績のよい生徒なんかを選抜し、さらなる高みを目指すきっかけ

にするという意味でそういう研修を行ってはどうでしょうか。そしてまた、研修に行く制

度だけでは不均衡ですので、行った子は必ず帰ってきてその学びや経験を学校や地域でプ

レゼンすると、報告するというような仕組みをつくればいいと思います。これは、学校で

はなくて国際交流協会などにそういった事業を積極的に委託してはどうかというふうに考

えますので、御検討ください。

次に、修学旅行のところでありますけども、修学旅行を今、沖縄とか、広島とかそうい

ったところに行ってるわけですけども、昔は寺社仏閣に修学旅行に行っていたというふう

に聞いています。グローバルな人材というのは、英語が話せるだけではなくて、自国の伝

統文化にも精通していることが必要です。そうであれば、学校教育の中でしっかりとそう

いうものに触れる機会をつくる必要があるというふうに私は考えます。

以前は、伊勢神宮などにたくさんの学校が行っていたというふうに聞いていますが、今

はほとんどそういう学校がないという状況です。神道や仏教は日本人の生活様式や考え方

の根底をつくる重要な文化の一つであろうというふうに思いますし、それを否定してグロ

ーバルな人材は育たないというふうに思います。神社に関連して学べば、日本人の自然崇

拝の歴史から神話、それからお正月の鏡餅の意味まで、全て一つにつながっている文化だ

ということがわかります。お寺に行けば、先祖を敬う気持ちや座禅、禅のことですね、そ

れからまた日本とアジアの交流の歴史がわかります。そういった体験から物事を教えない

と、単なる社会科を暗記科目だと思っている子供がほんとにたくさんいますので、修学旅

行という貴重な機会にそういった現地を訪れて、訪れるだけでなく事前学習でそういった

ことをしっかりと学習させるということが必要ではないかというふうに考えております。

それから、次に、これも提案です。

次に、偉人教育と道徳教育についてでありますけれども、やはり先ほども規範という話

をしましたが、アイデンティティーの確立と自分の人生の目標を子供たちに持たせること

が非常に大切だと思いますし、それが今の日本教育の弱いところであると私は考えます。

ほんとに情報が氾濫していて、何をどうしていいか、何が大切なのかがわからない世の

中であり、そしてまたどういった大人をモデルにすればいいのかというものがわかりにく

い世の中でもあると思います。

調べますと、金沢市などは今年度、小学生用に金沢ゆかりの偉人を紹介する人物伝を市

単独で発行して、偉人伝について教え、ふるさと愛の醸成につなげようとしています。以

前も紹介しましたが、萩市は吉田松陰のストーリー、人生伝を教えて、それを見習うよう



にというような教育をしています。福井市も偉人伝の副読本をつくっていますし、福井県

の教育委員会は、教育委員会のウェブサイト上に福井の偉人たちというような学習教材ま

でつくっています。こうした偉人の生きざまを学ぶことは道徳教育にもつながるので、偉

人伝を道徳教育の副教材に入れているところが非常に多いという例だというふうに考えて

おります。

また、ことし４月に訪れた米沢市は、郷土史も含めてこの、ふるさと米沢の心というよ

うな、こんなものも、我々吹田市よりも随分人口の少ないまちでありますけども、単独で

つくっておられたりします。昨年は、兵庫県も道徳の教科書を自前でつくられたというふ

うに仄聞しております。福岡の博多高等学校は、これは私立の学校でありますが、民間企

業と連携して、たった１校で道徳の教科書をつくったというような例も聞いております。

今、全国のさまざまな自治体でこういった取り組みが進んでおります。吹田市も道徳の

副読本をつくると聞いて久しいんですけれども、それがどこまで進んでいるのか、そうい

った点についてお聞かせいただきたいと思います。

また、民間でももう道徳の教科書なるものがこうやって発行されておりますので、これ

は、13 歳からの道徳教科書というものでありますが、イチローやマザー・テレサの物語な

ども取り上げたりして、子供たちにどうやって夢を与えるんだというような取り組みがあ

ります。学校でも考えておられると思いますけども、もしそういう政策、自主作成が難し

いようであれば、こういった民間の教材なども取り入れていただき、教育活動に励んでい

ただきたいと思います。

次に、歴史教育と、これまた偉人教育になりますが、もう一度、アイデンティティーの

確立には道徳や偉人伝というものも大事ですけれども、自分の国の歴史を知るということ

も大切だというふうに思います。

ことし７月に訪問したアメリカで、アメリカの公立小学校でお聞きしたんですけども、

人種の異なる生徒たちにどうやって公共心とか国を大切に思う気持ちを学ばせるのかとい

うことを聞いてきますと、アメリカでは公立の小学校に入る子供はほぼ 100％、５歳のとき

から幼稚園に入るそうで、国のガイドラインは５歳からの指導が書いてあります。そして、

その５歳の段階で既に、ワシントンやリンカーンといったその国の偉人がどんなリーダー

であったのか、国の祭日の意味は何か、アメリカはどうやって独立したのかということを

５歳児にしっかりと教え、それから大人になって自分自身がどんなシチズンシップ、国民

としての義務を果たし、国に貢献するかということを考えさせ、毎朝、キリスト教の神様

と、それから星条旗に、自分は国に対して、また地域に対してどういう約束をするんだと

いうことを誓わせる時間をとっているそうです。そうした基礎を５歳の間からつくり、小

学校に入ればさらに進んだ偉人伝や国の歴史、そこから来る祭日の由来を掘り下げて教え

ていくということでした。

アメリカぐらい歴史の浅いところでもそうやって国の歴史や先人の活躍を伝え、その上

に立っている今の我々の人生、我々がそういった先人の思いをどうやって継承するかとい



うことを考えさせています。

一方、我々日本は、戦後、古事記も教えなければ、さきに述べた先人の善行も余り教え

ることはなく、歴史というのは単なるテストのための暗記科目だというふうになっていま

す。こんなことで国や先人に感謝し、自分自身をとうとい存在だと認識できるんでしょう

か。また、そうした日本人としての誇りを持たずして、ほんとにグローバルな社会で教育

ができるのか。グローバルな人材とは、単に英語がしゃべれて経済活動ができる人材では

ないと思います。

吹田市は、子供たちが夢と誇りを持てるように歴史教育や偉人教育を十分に充実すべき

だと考えます。この点に関する見解を求めます。

また、こうした歴史教育などの取り組みは博物館の事業と連携して行うべきだと私は考

えています。日本では、博物館は展示物を眺めるところになっていますけれども、アメリ

カでは自分たちが能動的に学ぶところだというふうに位置づけて展示がされていました。

また、博物館法にも学習施設だということがしっかりと書いてあります。ですから、吹田

市も博物館を持っておるわけでありますから、そういった小・中学生が能動的に歴史を学

べたり、大人が行ってもそういったことが学べる施設として、もう一度モデルチェンジを

して運営をすべきではないかと思いますけども、この点についての見解もお聞かせくださ

い。

次に、博物館と並んで図書館も国民の教育に寄与することが目的となっています。しか

し、実際に吹田の図書館はそういった実態になっているでしょうか。私自身、実は不勉強

で最近まで知りませんでしたが、図書館は本の貸し出し所だという認識で捉えておりまし

たが、法律を見ると図書館も学習施設で、国民の教育、学校教育に協力しなさいというこ

とが法律に書いてあります。

先月、北海道の北広島市を視察しましたが、そこでは小学校６年生の歴史の授業で先生

が課題を授業中に出すわけですね。それに対して子供たちが授業中に図書館の本を使って

その答えを探していくという調べ学習を行っておられました。この準備は全て図書館司書

の方々などが行われております。こういった取り組みを吹田でもやれるんではないかとい

うふうに私は考えております。実際にそういった取り組みがされているのかどうか、図書

館が学校の教育をサポートしている取り組みがあるのかどうか、お答えください。

それから、私は吹田の小・中学校を全部回ってそれぞれの学校図書館も見てきましたが、

その学校図書館、学校ごとにかなり差があるように感じています。それは、違いは何かと

いうと、図書館にちゃんと司書の方がついているかどうかという違いではないかと思いま

す。現在、吹田市ではどのような形で図書館司書を配置しているのか、雇用形態や人数、

１人当たりが１校で働ける時間、業務内容などをお聞かせください。

また、宝塚市などは学校図書館の司書の配置を民間委託していると聞いていますが、そ

ういったことは検討されていますでしょうか。また、市立図書館の職員さんで学校図書館

の管理も一緒に行っていただくことはできないかというふうに思います。



こうしたことを聞くのは、いろんな学校を回って先生方からヒアリングしていると、ど

うも学校の先生だけでは本の管理をするのが難しいというふうに聞いています。本を発注

することはできても、番号やバーコードをつけて本棚に並べる作業は学校の先生や非常勤

で来る司書の方だけでは手が回らず、せっかく買った本がなかなか本棚に並べられず、子

供たちに読ませることがおくれているというようなことを聞いています。こういった業務

を図書館職員でカバーできないかどうか、お答えください。

また、市立図書館に入ってくる大量の本も全部職員さんで番号やバーコードをつけてい

るんでしょうか。そういった業務こそ民間委託をすべきだと思いますけれども、市立図書

館で全部そういった形で準備された本が入ってきてるのに、それと同じことを学校図書館

でできないかどうか、お聞きしたいというふうに思います。

時間の都合上、一旦、家庭教育の質問を割愛しまして、ここで答弁をいただきたいと思

います。

（梶谷尚義学校教育部長） まず、個人の自立とリーダーシップを学ぶことについてでご

ざいますが、現在、本市の各小学校におきましては、林間学校や臨海学習といった宿泊行

事での自主的な活動の体験や児童会活動など、異なる学年の子供たちの交流を通して個人

の自立やリーダーシップを学ばせているところでございます。

今後とも、さまざまな機会を捉え、子供たちの自立の促進とリーダーシップを高めてま

いりたいと考えております。

次に、お弁当の日についてでございますが、現在、本市におきましては、小学校６年生

の授業として弁当をつくったり、行事などの際、子供が自分自身で弁当をつくる取り組み

を行ったりしている学校もございます。こうした取り組みの指導に当たっては、栄養教諭

も含め、食に関する指導の全体計画に基づき、学校全体で進めているところでございます。

また、各学校では、栄養、衛生、マナーや人に対する思いやり、感謝など、これまで子

供たちが積み重ねてきた食に関する学びの状況などに応じて工夫した取り組みを継続的に

行っております。

今後も、吹田市の食育推進の一環として進めている「一食つくれる吹田っ子」の育成を

目指し、児童に食を通して自分の体を大切するという意識の向上と態度を育む教育活動を

実施してまいります。

次に、海外語学研修についてでございますが、本市における英語教育の状況は、小学校

外国語活動と中学校英語とのスムーズな接続に重点を置き、各学校において実践が進めら

れております。

特に、小学校では国際的な視野を養い、海外に目を向け、英語を進んで学ぶきっかけと

なるよう、ネーティブスピーカーによる生の英語に触れることで英語を学ぶことの楽しさ

や必要性を体感させ、英語を学ぶ素地を養う指導を行ってるところでございます。

また、吹田市内にある大学では毎年たくさんの留学生が学んでいることから、全ての子



供たちが英語と親しみ、触れ合うよう交流などに取り組んでまいります。

次に、小・中学校の修学旅行についてでございますが、修学旅行は各学校の教育活動と

して教育課程の中に位置づけ、特別活動、教科や道徳、総合的な学習の時間などと関連さ

せながら計画的に実施しております。

修学旅行で学んだこと、体験したことは、文化総合発表会などにおいて報告、発表する

などの事後学習を行い、修学旅行を単なる物見遊山に終えることなく、学びや体験を深め

ることができるよう工夫し、実施しております。

寺社仏閣の訪問につきましては、これまでも校外学習などにおいて京都や奈良など近隣

府県の神社仏閣を訪れるなど、日本の文化遺産や歴史について教科と関連させつつ体験的

に学習しております。

今後も、各学校における修学旅行が有意義な教育活動となるよう努めてまいります。

次に、道徳の副読本についてお答えいたします。

本市の道徳副読本の改訂、作成につきましては、昨今の社会的課題、道徳的課題が多様

化する中、偉人教育にかかわる教材も含め、取り扱う教材について研究を進めているとこ

ろでございます。

また、あわせて現在使用している吹田市副読本の内容も含め、多様な教材などを電子デ

ータ化し、各学校が適宜活用できることを検討しております。

今後も、他教科等とのかかわりを図りながら道徳教育を充実してまいりたいと考えてお

ります。

なお、市販の副読本の使用につきましては、道徳の時間の内容をさらに充実、発展させ

るために各学校の児童、生徒の実態に合わせ、活用しているところでございます。

次に、歴史教育と偉人教育についてでございますが、日本人としての誇りを持ち、グロ

ーバルな社会で活躍できるよう、社会科を中心に総合的な学習の時間や特別活動とも連携

を図りながら教育活動全般において充実に努めてまいりたいと考えております。

次に、図書館司書の配置についてでございますが、本市におきましては、本年度、全て

の小・中学校に、図書館司書や司書教諭などの資格や経験を有する読書活動支援者を臨時

雇用員として 24 名を雇用し、１日４時間の就業で、おおむね小学校には年間 75 日、中学

校には 50 日ずつ配置しております。

読書活動支援者の業務内容といたしましては、学校図書館の整備や蔵書管理、自由閲覧

時の児童、生徒支援、ブックトークや読み聞かせ活動、さらには調べ学習における図書の

選定、準備などの学習支援、また団体貸し出しを初めとする公立図書館の対応などがあり、

各学校の司書教諭と連携し、学校図書館教育の充実に努めているところでございます。

なお、学校図書館の司書の配置の民間委託につきましては検討いたしておりませんので、

どうぞ御理解賜りますようよろしくお願いいたします。

（原田勝地域教育部長） まず、博物館についてでございますが、博物館は主に地域の歴



史を扱う地域博物館として、市内に残されている史料などによって吹田市の歴史を学習し

ていただけるよう展示を行っており、常設展示室においては実物の史料とともに吹田市民

が実際に経験したことを映像資料などによって展示し、みずから学習できるよう工夫を行

っております。

こうした展示や内容を小・中学校の児童、生徒にどのように伝えるかということにつき

ましては、博物館が現在取り組んでおります学校連携の中で学校の歴史授業に博物館展示

を活用していただくとともに、みずから学ぼうとする姿勢をサポートし、歴史を理解する

力を育むような展示となるよう学校教諭との意見交換会や研究会を設けているところでご

ざいます。

今後は、学校連携をより充実し、市民参画や地域連携を組み合わせて、効果的で学習し

やすい展示や学習環境となるよう検討してまいりたいと考えております。

次に、市立図書館についてでございますが、本市図書館では、全ての子供と大人に読書

の喜びと楽しさを伝えることを目標に必要な読書環境の整備やさまざまなサービス展開を

行っているところでございます。

市立図書館では三つの点で学校と連携しております。

１点目は、学校からの図書館見学や市立図書館司書の学校訪問についてでございますが、

図書館見学や職業体験学習では、平成 23 年度（2011 年度）に延べ 49 回、1,745 人の児童

を受け入れています。学校並びに幼稚園や留守家庭児童育成室への訪問では、テーマごと

に何冊かの本を紹介するブックトークや絵本の読み聞かせ等で延べ 14 回の訪問を実施して

いるところでございます。

２点目は、ブックリストの配布や団体貸し出しについてでございますが、おめでとう１

年生や夏休み文庫として選定した図書のリストを小・中学校へ配布し、それらの本を各市

立図書館に特設コーナーを設置し、貸し出しできるようにしています。また、夏休み文庫

で紹介した本のセット貸し出しの希望を募り、７校に 1,240 冊をお届けしています。

御指摘の調べ学習への支援につきましては、各学校での授業で設定されたテーマの関連

図書を全市立図書館で集め、１カ月間貸し出しするサービスを行っており、平成 23 年度

（2011 年度）は延べ 401 のテーマについて 6,591 冊貸し出ししております。

３点目は、学校図書館並びに読書活動支援者への支援についてでございますが、学校図

書館関係者の交流会等への参加や講師派遣のほか、本のコーティングの方法等の技術講習

会などを行っております。

今後の課題といたしましては、学校の授業に応じた図書貸し出し依頼に遅滞なく対応す

るための図書館図書の各学校への配本を行う物流システムの確保が重要と考えております。

また、よく利用されるテーマ等について、先生方との情報共有をより一層進める必要があ

ると考えております。

続きまして、学校図書館の本の管理についてでございますが、学校図書館の本の管理を

市立図書館の職員で行うことは、職員の増加なしで毎日開館の実施や新館建設などの課題



を進めていることから大変困難な状況でございます。

なお、市立図書館が購入する本のほとんどは図書館の仕様に基づいて装備された状態で

納品されております。

今後とも、図書館では読書環境の整備に努め、教育機関としての責務を果たしてまいり

たいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

（徳田育朗教育総務部長） 学校図書の購入につきましては、毎年厳しい財政状況ではご

ざいますが、各学校への配分いたしました予算の範囲内で、学校の希望いたします図書を

より多く購入することができますよう努めているところでございます。バーコードの張り

つけなど、準備された状態での購入はいたしておりません。

なお、購入いたしました図書の貸し出しに必要なバーコードの張りつけやブックカバー

の装着等につきましては、図書担当の教員や読書活動支援者が中心となり、行っていると

ころでございます。

今後とも、学校図書の蔵書数をふやしていくなど学校図書館の充実に努めてまいりたい

と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

（神谷宗幣） 御答弁ありがとうございました。

再質問があったんですけども、時間がありませんので、市長への提案とさせていただき

たいんですけども、今、その市立図書館と学校図書館は別々の運営なんですね。市立図書

館にはちゃんと職員さんがいて、学校図書館は別途司書の方を雇っておられるんで、これ

を一元管理してアウトソーシングするとかなり効率が上がるんです。

図書館は、もうバーコードつきの本を買ってると。学校のほうはバーコードがないのを

買って、わざわざ別途雇った司書さんにバーコードとかをつけてもらってるという状況な

ので、それを一元管理するとかなり効率が上がってコストもダウンするだろうということ

を私は提案したいわけです。頭の片隅に置いておいていただいて、また今後、議会などで

聞いていきますので、検討してみてください。

最後に、北千里の小学校の跡地利用について、売却なのか、それとも貸すのか、それに

ついてだけちょっと最後、質問させてください。

（太田勝久行政経営部長） 北千里小学校跡地利用についてでございますが、歳入確保の

観点から本市の持つ全ての土地を有効活用地として売り払い、あるいは利活用を含めて検

討をしているところでございます。

北千里小学校跡地につきましては、地元の皆様との十分な協議をさせていただいた上で、

売却を基本に検討を進めてまいりたいと考えております。

（神谷宗幣） 売却するにしてもどういったところに売却するのか、マンション業者なの



か、学校法人なのか、それによって大きく変わってくると思います。その点、最後にお聞

かせください。

（太田勝久行政経営部長） 売却方法等というのはまだ具体的に決定はしておりませんが、

歳入確保の観点からも、方法としては一般的な競争入札に付して売却をしていきたいとい

うふうには考えています。

（冨田雄二副市長） 基本的にはマンション等ではなく、売却条件といたしましては教育

関係ということを考えておりますので、よろしくお願いをいたします。


